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○松本市特別名勝及び特別天然記念物上高地保存管理協議会設置要綱 

 

平成２４年３月３０日 

教育委員会告示第１３号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、特別名勝及び特別天然記念物上高地の文化財としての価値を明確に

し、その適切な保存及び管理を図るため、松本市特別名勝及び特別天然記念物上高地保

存管理協議会（以下「協議会」という。）を設置することについて必要な事項を定める

ことを目的とする。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、松本市特別名勝及び特別天然記念物上高地保存管理計画（以下「計

画」という。）に基づき、次に掲げる事項について審議、協議を行うほか、計画を推進

するための意見交換、連絡調整を行うものとする。 

（１） 計画における保存管理の方法の変更に関すること。 

（２） 計画における現状変更等の取扱基準の評価及び見直しに関すること。 

（３） 上高地の文化財としての価値を高めるための調査研究に関すること。 

（４） 前３号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。 

（組織） 

第３条 協議会は委員１６人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が

委嘱する。 

（１） 有識者 

（２） 地域関係者 

（３） 行政関係者 

（４） 前３号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から２年とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によって定める。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会は、会長が必要に応じて招集し、会長が会議の議長となる。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見

を求めることができる。 

（部会） 

第７条 協議会は、必要に応じて部会を設置することができる。 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、教育委員会文化財課において処理する。 
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（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２９日教育委員会告示第３号） 

この告示は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年１月２５日教育委員会告示第３号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成３１年１月２５日から施行する。 

（委員の任期に関する特例） 

２ この告示による改正後の松本市特別名勝及び特別天然記念物上高地保存管理協議会設

置要綱の規定により、平成３０年度中に新たに委嘱する委員の任期は、第４条の規定に

かかわらず、委嘱の日から平成３２年１０月２３日までとする。 

 


